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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可視光を照射する可視光照射部と、赤外光を照射する赤外光照射部と、前記可視光及び
赤外光の反射光を受光する受光部と、を備え、前記反射光による出力信号に基づいて、脈
波及び体動のうち少なくとも一方の生体の状態を検出する生体状態検出装置において、
　前記可視光及び赤外光の少なくとも一方の反射光による出力信号に基づいて、前記可視
光及び赤外光のどちらの光によって前記脈波及び体動のどちらの検出を行うかを決定する
ことを特徴とする生体状態検出装置。
【請求項２】
　前記可視光のみの照射と前記赤外光のみの照射とを異なるタイミングで行い、前記可視
光の反射光及び前記赤外光の反射光のうち少なくとも一方の反射光に基づいて、前記生体
の状態を検出する光を決定することを特徴とする前記請求項１に記載の生体状態検出装置
。
【請求項３】
　前記生体の皮膚表面からの可視光の散乱反射光による出力信号のオフセットを調節する
ために、オフセット制御値を設定する構成を備え、
　前記オフセット制御値に基づいて、前記脈波の検出に用いる光を決定することを特徴と
する前記請求項１又は２に記載の生体状態検出装置。
【請求項４】
　前記オフセット制御値が、所定の閾値より大である場合には、前記可視光にて脈波を検
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出することを特徴とする前記請求項３に記載の生体状態検出装置。
【請求項５】
　前記可視光の反射光により検出した脈波振幅の大きさに基づいて、前記脈波の検出に用
いる光を決定することを特徴とする前記請求項１又は２に記載の生体状態検出装置。
【請求項６】
　前記可視光の反射光により検出した脈波振幅の大きさと、前記赤外光の反射光により検
出した脈波振幅の大きさとを比較し、その比較結果に基づいて、前記脈波の検出に用いる
光を決定することを特徴とする前記請求項１又は２に記載の生体状態検出装置。
【請求項７】
　前記可視光及び赤外光の反射光による出力信号に対して、前記脈波の振幅が最大となる
ように照射するそれぞれの光の光量を調整し、その調整後の出力信号に基づいて、前記脈
波の検出に用いる光を決定することを特徴とする前記請求項６に記載の生体状態検出装置
。
【請求項８】
　前記生体の皮膚表面からの散乱反射光による出力信号のオフセットを調節するために、
オフセット制御値を設定する構成を備え、
　前記オフセット制御値に基づいて、前記脈波の振幅が最大となるように、前記脈波の検
出に用いる光の光量を調整することを特徴とする前記請求項７に記載の生体状態検出装置
。
【請求項９】
　前記光量を調整する際に、前記出力信号を所定の測定範囲に設定するために、前記オフ
セット制御値の調節を行う調整幅を変化させることを特徴とする前記請求項８に記載の生
体状態検出装置。
【請求項１０】
　前記脈波の検出に用いない光を、体動の検出に用いることを特徴とする前記請求項１～
９のいずれか１項に記載の生体状態検出装置。
【請求項１１】
　前記生体状態検出装置の装着後、所定の期間内に前記検出に用いる光の決定を行うこと
を特徴とする前記請求項１～１０のいずれか１項に記載の生体状態検出装置。
【請求項１２】
　前記検出に用いる光の決定を、前記生体の安静時に行うことを特徴とする前記請求項１
～１１のいずれか１項に記載の生体状態検出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、可視光や赤外光を用いて脈波や体動等の生体の状態を検出できる生体状態検
出装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、脈拍数等を検出するために、反射型光学式脈拍計（脈波センサ）が開発され
ている。この脈波センサとしては、例えば指先に装着するものが知られており、脈波セン
サから指に対して赤外光や可視光を照射して反射光を受光し、その出力信号に基づいて
　可視光を照射する可視光照射部と、赤外光を照射する赤外光照射部と、前記可視光及び
赤外光の反射光を受光する受光部と、を備え、前記反射光による出脈波を検出して脈拍数
などを解析するものである。
【０００３】
　また、近年では、脈波センサによる測定精度を向上させるために、各種の技術が提案さ
れている。
　例えば特許文献１には、赤外光等の反射光を受光するフォトダイオードの感度特性を制
御することにより、脈波センサの容積脈波検出感度及びそのリニアリティなどを向上でき
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る光電容積脈波計が提案されている。
【０００４】
　また、特許文献２には、外乱や体動によって受光部からの出力信号が大きく変化するの
で、その突発的な変動に対応するために、増幅器の出力を所定のレベルにセットして（オ
フセットを調整して）、増幅器を正常に動作させるようにした脈波計測装置が提案されて
いる。
【特許文献１】特許第３２０８５３８号公報
【特許文献２】特開２００２－２３８８６６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した技術では、指先で脈波を検出する際には問題が無い場合でも、
手首や腕などで脈波を検出する場合には、好適に脈拍などを測定できないという下記（Ａ
）～（Ｃ）の問題があった。
【０００６】
　（Ａ）手首や腕に脈波センサを装着して脈波を検出する場合には、指先で測定する場合
に比べて、皮膚の色の影響が大きいため、正確なデータを得ることが難しいという問題が
あった。
【０００７】
　具体的には、脈波の検出に用いる光（検出光）として、例えば可視光を用いる場合には
、可視光は皮膚の内部への浸透深度が浅いため、主として、皮膚の表面に近い血管で発生
する血流（ヘモグロビン量）の変化から脈波を検出することになる。しかし、皮膚の色が
黒い場合には、皮膚の色が白い場合と比べて可視光を吸収する度合いが大きく、皮膚の内
部に浸透する光の量が減衰するため、精度良く脈波等を検出できないという問題があった
。
【０００８】
　一方、赤外光を用いる場合には、可視光より皮膚への浸透深度が深く、皮膚の色の影響
も少ないために、可視光で検出するよりも精度良く脈波等を検出できるという利点がある
。　しかし、皮膚の色が白い場合などには、皮膚表面における散乱反射光が増加するため
、脈波成分以外の例えば体動成分の影響が大きくなってしまい、測定精度が低下するとい
う問題があった。
【０００９】
　（Ｂ）また、手首や腕に脈波センサを装着して脈波等を検出する場合には、指先で測定
する場合に比べて、体動の影響を受けやすいという問題があった。
　具体的には、手首や腕で脈波を計測する場合には、指先で測定する場合に比べて脈波の
感度が低いため、例えば皮膚に照射する検出光の光量を大きくし、増幅率（ゲイン）を高
くしてセンサ感度をできるだけ確保する対策が考えられる。
【００１０】
　しかし、腕振りなどの装着部位の動きによる血流（計測部位の血流量）の変化は、心臓
の拍動による血流の変化に比べて、非常に大きくなる（数倍～数十倍）ので、ゲインが固
定されたままでは、信号がマイコンのＡ／Ｄの入力電圧範囲を超えてしまい、血流変化の
波形を検出できない。
【００１１】
　これを回避するために、信号がＡ／Ｄ変換器の入力範囲に入るよう調整する方法として
、出力変化に伴うオフセット（ベースライン）を制御する方法や、光量変化などによって
感度を制御する方法があるが、この調整時に発生するオフセットの変動幅は通常安静に発
生するオフセットの変動幅よりも大きいために、通常のオフセット追従法では、オフセッ
トが追従するまでに非常に時間がかかり、その間は脈波波形が検出できないという問題も
ある。
【００１２】
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 （Ｃ）更に、手首や腕で脈波を検出する場合には、指先の場合に比べて、脈波センサが
皮膚に密着する部分の柔らかさ（皮下脂肪の量）が十分でないため、脈波センサと手首や
腕との間に隙間が生じ易い。そのため、隙間から太陽光等が入射すると、その影響は非常
に大きいので、脈波の検出に支障が生じることがある。
【００１３】
　この対策として、前記（Ｂ）の光量変化の場合と同様に、オフセットを調節することが
考えられるが、同様に通常のオフセット追従法では、オフセットの追従に時間がかかると
いう問題もある。
【００１４】
　本発明は、前記課題を解決するためになされたものであり、その目的は、（Ａ）光を照
射する皮膚の色の影響を低減でき、（Ｂ）体動が生じた場合でも好適な測定が可能であり
、（Ｃ）装置の装着部分に隙間が発生して外光が入射した場合でも好適な測定が可能な生
体状態検出装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　（１）請求項１の発明は、可視光を照射する可視光照射部と、赤外光を照射する赤外光
照射部と、前記可視光及び赤外光の反射光を受光する受光部と、を備え、前記反射光によ
る出力信号に基づいて、脈波及び体動のうち少なくとも一方の生体の状態を検出する生体
状態検出装置において、前記可視光及び赤外光の少なくとも一方の反射光による出力信号
に基づいて、前記可視光及び赤外光のどちらの光によって前記脈波及び体動のどちらの検
出を行うかを決定することを特徴とする。
【００１６】
　光を用いて脈波や体動を検出する場合には、皮膚の色が異なると、可視光を用いるか赤
外光を用いるかで、その反射光の状態が異なる。
　図１（ａ）に例示する様に、皮膚の色が白い（薄い）場合には、可視光では大きな振幅
の脈波信号が得られるが、図１（ｂ）に例示する様に、赤外光では赤外光が皮膚の内部に
深く浸透して皮膚内部における散乱反射光の割合が増加するので、出力信号全体に対する
脈波信号の割合が小さくなり、可視光の場合と同じ増幅率で増幅する場合には小さな振幅
の脈波信号しか得られない。
【００１７】
　一方、図１（ｃ）に例示する様に、皮膚の色が黒い（濃い）場合には、可視光では多く
の光が皮膚に吸収されてしまうので、小さな出力で且つ小さな振幅の脈波信号しか得られ
ないが、図１（ｄ）に例示する様に、赤外光では赤外光が皮膚の内部に深く浸透するので
、大きな出力で且つ大きな振幅の脈波信号が得られる。
【００１８】
　この様に、皮膚の色によって反射の状態が異なるので、本発明では、実際に脈波や体動
を検出する際には、予め、可視光及び赤外光のどちらかの光を（両方用いる場合は異なる
タイミングで）生体に照射し、その反射光によって得られる出力信号に基づいて、どちら
の光を脈波及び体動のどちらの検出に用いるかを決定しておく。これにより、脈波や体動
の検出に最も適した光を用いて測定ができるので、測定精度が向上するという効果がある
。
【００１９】
　尚、前記出力信号は、通常、図２に例示するように変動する。具体的には、出力信号は
、ベースとなる出力として、皮膚表面や表面近傍の組織から散乱反射してくる光による出
力（オフセット）を有する。また、出力信号は、オフセットを基準として、体動や呼吸、
血管径の変化に起因する血流量の変化により、場合によっては大きな振幅で且つゆっくり
とした周期で変化する。即ち、体動等に起因する大きな基線の変化（基線変化）を有する
。更に、出力信号は、その基線を基準として、拍動に同期した血流量の変化により変化す
る。従って、出力信号の基線変化から体動等を求めることができ、基線に沿って小さく変
化する波形（脈波の波形）から脈拍数や脈拍間隔等を求めることができる。



(5) JP 4760342 B2 2011.8.31

10

20

30

40

50

（２）請求項２の発明は、前記可視光のみの照射と前記赤外光のみの照射とを異なるタイ
ミングで行い、前記可視光の反射光及び前記赤外光の反射光のうち少なくとも一方の反射
光に基づいて、前記生体の状態を検出する光を決定することを特徴とする。
【００２０】
　本発明は、脈波や体動の検出に用いる光（検出光）の決定手法を例示したものである。
上述した様に、可視光や赤外光を皮膚に照射した場合には、皮膚の色に応じてその反射状
態が異なるので、例えば可視光のみを照射した場合の反射光の出力信号や、赤外光のみを
照射した場合の反射光の出力信号に基づいて、脈波や体動の検出に用いる光を決定できる
。或いは、可視光と赤外光とを異なるタイミングで照射し、各反射光の出力信号を比較す
ることにより、脈波や体動の検出に用いる光を決定できる。
【００２１】
　（３）請求項３の発明は、前記生体の皮膚表面からの可視光の散乱反射光による出力信
号のオフセットを調節するために、オフセット制御値を設定する構成を備え、前記オフセ
ット制御値に基づいて、前記脈波の検出に用いる光を決定することを特徴とする。
【００２２】
　上述した様に、皮膚の色により、可視光又は赤外光が皮膚表面で反射する状態が異なる
。特に、可視光を用いた場合の皮膚表面での散乱反射光（外散乱反射光）の光量が異なる
。従って、この外散乱反射光の光量に対応したオフセット（出力信号のオフセット）に基
づいて、皮膚の色の状態を判定することができる。
【００２３】
　実際には、出力信号を測定範囲（即ちマイコンのＡ／Ｄ入力電圧範囲）に調節する目的
で、オフセットを調節するためのオフセット制御値が設定されるので、そのオフセット制
御値に基づいて、皮膚の色に適した検出光を決定することができる。
【００２４】
　例えば図３に示す様に、可視光で脈波を検出する場合、出力信号のオフセットは、日本
人より黒人の方が小さくなる。これは、皮膚の色が黒い方が、皮膚表面での光の吸収によ
り、皮膚表面で散乱反射して戻ってくる光（外散乱反射光）の光量が少なくなるからであ
る。尚、図３のＰＯminは、可視光で脈波を検出する場合のオフセットの好ましい閾値で
あり、オフセットがこの閾値より大きいと精度の良い測定ができる。
【００２５】
　従って、可視光を用いて、例えばＰＯminをオフセット（実際にはオフセット制御値）
の閾値としてオフセットの大小を判断することにより、実際の脈波を測定するにあたり、
可視光を用いるべきか赤外光を用いるべきかを決定することができる。例えば、可視光に
よるオフセットが大きい場合には、皮膚の色が白く、可視光を用いることが適当であるの
で、可視光を脈波検出に用い、赤外光を体動検出に用いることができる。
【００２６】
　（４）請求項４の発明は、前記オフセット制御値が、所定の閾値より大である場合には
、前記可視光にて脈波を検出することを特徴とする。
　本発明は、前記請求項２の発明を例示したものである。つまり、オフセット制御値が所
定の閾値（例えば図３のＰＯmin）より大である場合には、外散乱反射光が大であり、よ
って皮膚の色が白いと考えられるので、その場合は、（皮膚の色が白い場合に好適な）可
視光を選択するようにしたものである。
【００２７】
　（５）請求項５の発明は、前記可視光の反射光により検出した脈波振幅の大きさに基づ
いて、前記脈波の検出に用いる光を決定することを特徴とする。
  可視光で脈波を検出する場合には、例えば図４に示す様に、脈波振幅は、皮膚の色で異
なっている。
【００２８】
　つまり、可視光で脈波を検出する場合、黒人は平均的な日本人よりも脈波振幅は小さく
なる。これは、皮膚の色が黒い場合には、可視光の多くが皮膚の表面近傍で吸収されてし
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まい、反射光の光量が少ないからである。尚、図４のＰＡminは、可視光で脈波を検出す
る場合の脈波振幅の好ましい閾値であり、脈波振幅がこの閾値より大きいと精度の良い測
定ができる。
【００２９】
　一方、赤外光で脈波を検出する場合には、図５に示す様に、脈波振幅は、皮膚の色であ
まり変化はなく、個人差が大きいと考えられる。
　従って、可視光を用いて、例えばＰＡminを脈波振幅の閾値として脈波振幅の大小を判
断することにより、実際の脈波を測定するにあたり、可視光を用いるべきか赤外光を用い
るべきかを決定することができる。例えば、可視光による脈波振幅が大きい場合には、皮
膚の色が白く、可視光を用いることが適当であるので、可視光を脈波検出に用い、赤外光
を体動検出に用いることができる。
【００３０】
　（６）請求項６の発明は、前記可視光の反射光により検出した脈波振幅の大きさと、前
記赤外光の反射光により検出した脈波振幅の大きさとを比較し、その比較結果に基づいて
、前記脈波の検出に用いる光を決定する。
【００３１】
　脈波振幅が大きい光の方が、皮膚の色に良く対応した検出光ということができ、脈拍数
等の測定が容易である。よって、脈拍振幅の大きな光を、脈波を検出する検出光として採
用する。この場合、採用されなかった光を、体動の検出光として採用できる。
【００３２】
　（７）請求項７の発明は、前記可視光及び赤外光の反射光による出力信号に対して、前
記脈波の振幅が最大となるように照射するそれぞれの光の光量を調整し、その調整後の出
力信号に基づいて、前記脈波の検出に用いる光を決定することを特徴とする。
【００３３】
　本発明は、検出光を決定する際に、各光によって得られる脈波の振幅が最大となる光量
をそれぞれ調整する。つまり、脈波の振幅を最大とすることにより、検出光を決定する際
の精度が向上するという利点がある。
【００３４】
　（８）請求項８の発明は、前記生体の皮膚表面からの（可視光又は赤外光の）散乱反射
光による出力信号のオフセットを調節するために、オフセット制御値を設定する構成を備
え、前記オフセット制御値に基づいて、前記脈波の振幅が最大となるように、前記脈波の
検出に用いる光の光量を調整することを特徴とする。
【００３５】
　光量を上げると、皮膚表面の散乱反射光は増加するためオフセットの値が増加し（従っ
てそれに対応してオフセット制御値も増加）、また、脈波振幅も増加する。しかし、光量
を上げすぎると、オフセットそのものがマイコンのＡ／Ｄ入力範囲を超えてしまい、脈波
の検出ができない。従って、オフセットがＡ／Ｄ入力範囲を超える手前の光量に設定する
ことで、最大の脈波振幅だと考えられる。
【００３６】
　よって、本発明では、オフセット制御値に基づいて光量を調節することにより、最大の
脈波振幅を得ることができるので、この明瞭な脈波信号により、精度よく検出光の決定を
行うことができる。
【００３７】
　（９）請求項９の発明は、前記光量を調整する際に、前記出力信号を所定の測定範囲に
設定するために、前記オフセット制御値の調節を行う調整幅を変化させることを特徴とす
る。
【００３８】
　光量を変化させると皮膚表面の散乱反射光の光量（従ってオフセット）が変動するので
、オフセットが過大な場合には、出力信号がマイコンのＡ／Ｄ入力範囲を超えてしまい、
脈波が測定できない。この様な場合は、出力信号からオフセット制御値分を除去して、出
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力信号をＡ／Ｄ入力範囲に調整する必要がある。このオフセット制御値の大小は、調整幅
により調節されるが、通常は調整幅は小さな値に設定されているので（図６参照）、光量
の変化が大きくオフセットの変化量が大きい場合には、この通常の調整幅で対応するには
、対応できるまでの時間が長くなり、この間出力信号がマイコンのＡ／Ｄ入力範囲を超え
てしまい、脈波が測定できない。
【００３９】
　本発明では、光量を調整する際に、オフセット制御値の調整幅を変化させることができ
るので、例えば光量変化が大きい場合には、調整幅を増加させることにより、速やかな対
応が可能である。つまり、速やかにオフセットを追従させることができるので、検出光の
決定を速やかに行うことができる。
【００４０】
　（１０）請求項１０の発明は、前記脈波の検出に用いない光を、体動の検出に用いるこ
とを特徴とする。
　本発明は、脈波検出のための光として採用されなかった光について示したものである。
脈波を検出する光で体動を検出する場合より、脈波を検出しない光で体動を検出した方が
、体動検出の処理（例えばＦＦＴ処理）の際に、脈波の信号の影響を受けにくい性質があ
るので、このように検出に用いる光を区別することが望ましい。つまり、脈波検出のため
に採用されなかった光は、体動検出のための光として好適である。
【００４１】
　（１１）請求項１１の発明は、前記生体状態検出装置の装着後、所定の期間内に前記検
出に用いる光の決定を行うことを特徴とする。
　本発明では、例えば脈波センサを手首や腕等に装着して作動させてから、例えば５分以
内に、検出光の決定を行う。従って、その後の脈波等の検出に支障が生ずることなく、精
度良く行うことができる。
【００４２】
　（１２）請求項１２の発明は、前記（脈波や体動の）検出に用いる光の決定を、前記生
体の安静時に行うことを特徴とする。
　つまり、体動があると、出力信号の基線が大きく揺らぎ、それが外乱となって脈波の検
出に支障がでる場合がある。よって、ここでは、体動の無い（又は少ない）安静時に検出
光の決定を行う。これにより、検出光の決定を（誤ることなく）精度良く行うことができ
る。
【００６６】
　尚、上述した生体状態検出装置の機能を実現するための各手段は、コンピュータのプロ
グラムにより実行される処理により実現することができる。
　また、このプログラムは記録媒体に記録して使用することができる。この記録媒体とし
ては、マイクロコンピュータとして構成される電子制御装置、マイクロチップ、フレキシ
ブルディスク、ハードディスク、光ディスク等の各種の記録媒体が挙げられる。つまり、
上述した生体状態検出装置の処理を実行させることができるプログラムを記憶したもので
あれば、特に限定はない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６７】
　以下に本発明の最良の実施形態（実施例）を、図面と共に説明する。
【実施例１】
【００６８】
　本実施例の生体状態検出装置は、脈波や体動を検出する場合に、人の皮膚の色等に対応
して、脈波又は体動の検出に適した可視光又は赤外光を選択して用いるものである。
　ａ）まず、本実施例の生体状態検出装置の構成を説明する。
【００６９】
　図７に示す様に、本実施例の生体状態検出装置１は、人体の脈拍や体動を検出すること
ができる装置であり、主として、データ処理装置３と、脈波センサ５と、脈波センサ５を
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駆動する駆動回路７と、脈波センサ３からの信号を入力して増幅する検出回路１１とから
構成されている。
【００７０】
　このうち、前記データ処理装置３は、検出回路１１からのアナログ信号をＡ／Ｄ変換す
るＡ／Ｄ変換器１３と、Ａ／Ｄ変換器１３からのデジタル信号を処理して脈波数の検出等
の各種の演算処理を行うマイクロコンピュータ１５と、マイクロコンピュータからの信号
をＤ／Ａ変換するＤ／Ａ変換器１６とを備えている。
【００７１】
　前記脈波センサ５は、人体の手首や腕等に装着される装置であり、後に詳述するように
、発光素子として、可視光（緑色）ＬＥＤ１７と赤外光ＬＥＤ１９を備えるとともに、受
光素子として、フォトダイオード（ＰＤ）２１を備えている。
【００７２】
　前記駆動回路７は、可視光ＬＥＤ１７と赤外光ＬＥＤ１９とに対して、それぞれ異なる
タイミングで可視光又は赤外光を照射させるための駆動信号を出力する。
　前記検出回路１１は、図８に示す様に、脈波センサ５からの信号を増幅器（オペアンプ
）１２により増幅する。また、マイクロコンピュータ１５からの制御信号（オフセット制
御値ＯＳ）により、脈波センサ５からの信号（ＳＳ）のオフセットを調節する。
【００７３】
　尚、データ処理装置３と駆動回路７とは、生体状態検出装置本体９の筐体内に収容され
ているが、脈波センサ５と一体となっていてもよい。
　ｂ）次に、前記脈波センサ５について、更に詳細に説明する。
【００７４】
　前記図７に示す様に、前記脈波センサ５は、可視光である約５２０ｎｍの波長の緑色光
を（装着部位である）手首等に照射する可視光（緑色光）ＬＥＤ１７と、同様に約９５０
ｎｍの波長の赤外光を手首等に照射する赤外光ＬＥＤ１９と、人体に照射された可視光又
は赤外光の反射光をそれぞれ受光するＰＤ２１とを備える光学式反射型センサである。
【００７５】
　この可視光ＬＥＤ１７、赤外光ＬＥＤ１９、ＰＤ２１は、それぞれ脈波センサ５の筐体
の底部に、ＰＤ２１を挟んで左右に可視光ＬＥＤ１７と赤外光ＬＥＤ１９とが位置するよ
うに並列して配置され、透明な樹脂製の窓を介して、可視光又は赤外光を人体に対して照
射できるようにされている。
【００７６】
　前記脈波センサ５では、可視光ＬＥＤ１７又は赤外光ＬＥＤ１９から人体に向かって光
が照射されると、光の一部が人体の内部を通る小・細動脈（毛細動脈）にあたって、毛細
動脈を流れる血液中のヘモグロビンに吸収され、残りの光が毛細動脈で反射して散乱し、
その一部が受光素子であるＰＤ２１に入射する。この時、血液の脈動により毛細動脈にあ
るヘモグロビンの量が波動的に変化するので、ヘモグロビンに吸収される光も波動的に変
化する。また、血管径の変化によっても、ヘモグロビンの量が変化する。その結果、毛細
動脈で反射してＰＤ２１で検出される受光量が変化し、その受光量の変化を脈波情報（例
えば電圧信号）としてデータ処理装置３に出力する。
【００７７】
　従って、データ処理装置３に入力した（可視光ＬＥＤ１７又は赤外光ＬＥＤ１９から照
射された光の反射波に対応した）信号を用いることにより、後述する様にして、脈拍数等
の生体の状態を求めることができる。
【００７８】
　尚、図７では、毛細動脈に照射されて反射する光を点線で示し、皮膚の表面で反射する
光を実線で示している。
　ｃ）次に、脈波センサ５から出力される信号等の主な処理方法について説明する。
【００７９】
　・脈波センサ５から出力される信号は、検出回路１１にて所定の増幅率（ゲイン）にて
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増幅され、Ａ／Ｄ変換器１３に入力されるが、この増幅率は変更が可能である。
　具体的には、例えば各検出光の光量によって増幅率を変更する場合には、マイクロコン
ピュータ１５から出力される制御信号が、駆動回路７に出力され、駆動回路７によって各
ＬＥＤ１７、１９の印加電圧が調節される。これにより、各検出光の光量を変化させて、
増幅率を調節することができる。
【００８０】
　尚、光量の調節により増幅率を変更する手法以外に、マイクロコンピュータ１５からの
制御信号により、検出回路１１に配置された増幅器１２の増幅率を直接に調節する方法や
、ＰＤ２１の感度を調節する手法を採用することができる。
【００８１】
　・また、光量を調節する場合には、光量の増減に伴って反射光の光量も大きく増減し、
よって、出力信号のオフセットが大きく変動する。従って、光量を調節する場合には、そ
のオフセット（詳しくは検出回路１１から出力される信号のオフセット）を調節する必要
が生じることある。
【００８２】
　具体的には、検出光の光量を増加させることによりオフセットが増加し、逆に、光量を
減少させることによりオフセットが減少する。従って、例えばオフセットが過大となり、
検出回路１１から出力される信号がマイコンのＡ／Ｄ入力電圧範囲（Ａ／Ｄ入力範囲）を
外れると、脈波の検出ができないので、図８に示す様に、脈波センサ５から出力される信
号からオフセット制御値を減算するようにしている。これにより、出力信号の電圧レベル
を任意に設定することができる。
【００８３】
　つまり、図９に示す様に、マイクロコンピュータ１５においては、Ａ／Ｄ変換器１３に
よるＡ／Ｄ変換値に対する上限レベルと下限レベル（Ａ／Ｄ入力範囲）が決められており
、受光信号レベルがオフセットを変動させる上限の閾値に達すると直流成分のレベルを強
制的に所定値だけ下げ、逆に下限の閾値に達すると直流成分を強制的に所定量だけ上げる
ようにしている。これによって、いわゆる出力信号が「さちる」という現象を防止して、
常に、Ａ／Ｄ入力範囲内において、脈波信号が得られるようにしている。
【００８４】
　ｃ）次に、データ処理装置３の処理内容について説明する。
　本処理は、体動の無い安静時に、脈波を検出するために、可視光及び赤外光のどちらを
使用するかを、脈波センサ５からの信号の処理を開始してから５分以内に決定するもので
あり、以後、その決定された光（検出光）を用いて脈波を検出する。以下、詳細に説明す
る。
【００８５】
　(1)メインルーチン
　図１０は、本実施例における全体の処理の流れを示すメインルーチンである。
　まず、図１０のステップ（Ｓ）１００では、（初期設定として）赤外光ＬＥＤ１９を用
いて、体動信号を検出する。ここで、赤外光ＬＥＤ１９を用いるのは、通常、可視光を用
いた場合より赤外光を用いた方が、脈波の影響が少ないからである。
【００８６】
　続くステップ１１０では、前記体動信号に基づいて、体動の有無を判定し、ここで体動
が無いと判断された場合のみ、ステップ１２０に進む。
　ステップ１２０では、体動が無く安静な状態であるので、この状態において、脈波検出
に用いる光を決定する。即ち、皮膚の色によって脈波検出に用いるのに適した光が異なる
ので、可視光及び赤外光のどちらの光を用いて脈波を検出するかを決定する。
【００８７】
　続くステップ１３０では、検出光として決定された光を用いて、周知の脈波の検出を行
い、一旦本処理を終了する。
　以下各ステップの処理について説明する。
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【００８８】
　(2)前記ステップ１１０の体動判定処理
  この体動判定の処理としては、例えば特開２００５－１６０６４０号公報、特開２００
２－３５５２２７号公報、特開２００５－１１０９２０号公報の記載の手法など、各種の
周知の手法を採用できる。
【００８９】
　例えば特開２００５－１１０９２０号公報では、赤外光を用いて体動信号を求め、この
体動信号を周知のＦＦＴ処理している。そして、その処理結果（周波数スペクトル）から
、体動成分を示す周波数ピークが所定の閾値以上か否かという判定により、体動を検出し
ている。
【００９０】
　(3)前記ステップ１２０の検出光判定処理
　この検出光判定処理とは、脈波を検出するために使用する検出光を決定するための処理
である。すなわち、前記図３に示す様に、肌の色が黒い人と白い人では、皮膚表面の散乱
反射光の光量が異なり、従って前記図２に示すオフセットが異なるので、所定の閾値（Ｐ
Ｏmin）を用いてオフセットを判定することにより、肌の色が黒いか白いかを判定して、
皮膚の色に最も対応した検出光を決定するものである。以下、フローチャートに基づいて
説明する。
【００９１】
　図１１に示す様に、まず、ステップ２００では、可視光を用いて脈波信号を検出する。
  続くステップ２１０では、オフセット制御値を確認する。つまり、常時は出力信号の変
動に合わせて、出力電圧がＡ／Ｄ入力範囲から逸脱しない様に、即ち好ましいオフセット
とするために、オフセット制御値（前記図６参照）が設定されているので、このオフセッ
ト制御値を取得するものである。
【００９２】
　続くステップ２２０では、オフセット制御値が閾値ＰＯminを上回るか否かを判定する
。ここで肯定判断されるとステップ２３０に進み、一方否定判断されるとステップ２５０
に進む。
【００９３】
　ステップ２３０では、オフセット制御値がＰＯminより大きいので、前記図３に示した
様に、測定対象の人の皮膚が白いと考えられるので、前記図１に示した様に、皮膚の色の
白い人の脈波の検出に適した可視光を脈波検出用の検出光として設定する。そして、この
可視光を用いて脈波を検出する。
【００９４】
　尚、検出光を用いて脈波を検出する手法としては、周知の各種の手法を採用できる。例
えば特開２００５－１１０９２０号公報の手法では、可視光を用いて脈波信号を求めると
ともに赤外光を用いて体動信号を求め、この脈波信号及び体動信号を周知のＦＦＴ処理し
ている。そして、その処理結果（周波数スペクトル）から、その中の最大ピークを有する
成分を脈拍成分として特定している。また、その際に、体動が有る場合には、体動成分が
周波数スペクトルに現れるので、体動信号から求めた体動成分を除去することにより、脈
拍成分のみを取り出すことができる。
【００９５】
　続くステップ２４０では、前記ステップ２３０で可視光を脈波検出用の検出光として設
定したので、ここでは、赤外光を体動検出用の検出光として設定する。
　尚、検出光を用いて体動を検出する手法としては、周知の各種の手法を採用できる。例
えば前記特開２００５－１１０９２０号公報の手法では、赤外光を用いて体動信号を求め
、この体動信号を周知のＦＦＴ処理している。そして、その処理結果（周波数スペクトル
）から、体動成分を示す周波数ピークが所定の閾値以上か否かという判定により、体動を
検出している。
【００９６】
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　一方、ステップ２５０では、オフセット制御値がＰＯminより小さいので、前記図３に
示した様に、測定対象の人の皮膚が黒いと考えられるので、前記図１に示した様に、皮膚
の色の黒い人の脈波の検出に適した赤外光を脈波検出用の検出光として設定する。そして
、この赤外光を用いて脈波を検出する。
【００９７】
　尚、赤外光を用いて脈波を検出する手法は、基本的に可視光を用いて脈波を検出する周
知の手法と同様（周波数スペクトルやそのピークの大きさ等により体動と区別する）であ
るので、その説明は省略する。
【００９８】
　続くステップ２６０では、前記ステップ２５０で赤外光を脈波検出用の検出光として設
定したので、ここでは、可視光を体動検出用の検出光として設定する。
　尚、可視光を用いて体動を検出する手法は、基本的に赤外光を用いて体動を検出する周
知の手法と同様であるので、その説明は省略する。
【００９９】
　この様に、本実施例では、体動の無い安静の状態で、人の皮膚の色に対応して、脈波及
び体動を行う際に、その検出に最も適した検出光を設定している。よって、最適な検出光
を用いることにより、脈波及び体動の検出を精度良く行うことができる。また、体動と脈
波の検出に用いる検出光を区別することにより、精度の高い脈波等の測定が可能である。
【実施例２】
【０１００】
　次に、実施例２について説明するが、前記実施例１と同じ内容の説明は省略する。
  前記図４に示す様に、肌の色が黒い人と白い人では、皮膚表面の散乱反射光の光量が異
なるので、可視光及び赤外光の出力信号を同じ増幅率で増幅した場合には、脈波振幅が異
なる。従って、本実施例では、所定の閾値（ＰＡmin）を用いて脈波振幅を判定すること
により、肌の色が黒いか白いかを判定して、皮膚の色に最も対応した検出光を決定する。
以下、フローチャートに基づいて説明する。
【０１０１】
　図１２に示す様に、まず、ステップ３００では、可視光を用いて脈波信号を検出する。
　続くステップ３１０では、脈波振幅を求める。
　続くステップ３２０では、脈波振幅が閾値ＰＡminを上回るか否かを判定する。ここで
肯定判断されるとステップ３３０に進み、一方否定判断されるとステップ３５０に進む。
【０１０２】
　ステップ３３０では、脈波振幅がＰＡminより大きいので、前記図４に示した様に、測
定対象の人の皮膚が白いと考えられるので、前記図１に示した様に、皮膚の色の白い人の
脈波の検出に適した可視光を脈波検出用の検出光として設定する。そして、この可視光を
用いて脈波を検出する。
【０１０３】
　続くステップ３４０では、前記ステップ３３０で可視光を脈波検出用の検出光として設
定したので、ここでは、赤外光を体動検出用の検出光として設定する。
　一方、ステップ３５０では、脈波振幅がＰＡminより小さいので、前記図３に示した様
に、測定対象の人の皮膚が黒いと考えられるので、前記図１に示した様に、皮膚の色の濃
い人の脈波の検出に適した赤外光を脈波検出用の検出光として設定する。そして、この赤
外光を用いて脈波を検出する。
【０１０４】
　続くステップ３６０では、前記ステップ３５０で赤外光を脈波検出用の検出光として設
定したので、ここでは、可視光を体動検出用の検出光として設定する。
　本実施例によっても、前記実施例１と同様な効果を奏する。
【実施例３】
【０１０５】
　次に、実施例３について説明するが、前記実施例１と同じ内容の説明は省略する。
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　本実施例では、可視光又は赤外光のいずれ脈波又は体動に検出に用いるかを決定する場
合には、両検出光の脈波振幅の大小により決定する。つまり、脈波と体動では、脈波によ
る信号の振幅が小さいので、脈波の検出を優先して検出光を決定する。以下、フローチャ
ートに基づいて説明する。
【０１０６】
　図１３に示す様に、まず、ステップ４００では、可視光を用いて脈波信号を検出し、脈
波振幅を求める。
　続くステップ４１０では、赤外光を用いて脈波信号を検出し、脈波振幅を求める。
【０１０７】
　続くステップ４２０では、両検出光による脈波振幅の大小を比較する。
　ステップ４３０では、可視光の脈波振幅が大であるので、可視光で脈波を検出するよう
に設定して、脈波を検出する。
【０１０８】
　続くステップ４４０では、赤外光で体動を検出するように設定して、体動を検出する。
　一方、ステップ４５０では、赤外光の脈波振幅が大であるので、赤外光で脈波を検出す
るように設定して、脈波を検出する。
【０１０９】
　続くステップ４６０では、可視光で体動を検出するように設定して、体動を検出する。
　従って、本実施例では、可視光と赤外光の両脈波振幅の大小を比較するので、体動より
検出しにくい脈波検出に最適な検出光を精度良く設定できるという利点がある。
【実施例４】
【０１１０】
　次に、実施例４について説明するが、前記実施例１と同じ内容の説明は省略する。
　本実施例では、可視光及び赤外光による脈波振幅を比較する場合には、各脈波振幅を最
大になるように光量を設定する。以下、フローチャートに基づいて説明する。
【０１１１】
　ａ）図１４に示す様に、まず、ステップ５００では、後述する様に、脈波振幅が最大と
なる様に、可視光の光量を調整する。
　続くステップ５１０では、光量が調整された可視光を用いて脈波信号を検出し、脈波振
幅を求める。
【０１１２】
　続くステップ５２０では、前記ステップ５００と同様に、脈波振幅が最大となる様に、
赤外光の光量を調整する。
　続くステップ５３０では、赤外光を用いて脈波信号を検出し、脈波振幅を求める。
【０１１３】
　続くステップ５４０では、両検出光による脈波振幅の大小を比較する。
　ステップ５５０では、可視光の脈波振幅が大であるので、可視光で脈波を検出するよう
に設定して、脈波を検出する。
【０１１４】
　続くステップ５６０では、赤外光で体動を検出するように設定して、体動を検出する。
　一方、ステップ５７０では、赤外光の脈波振幅が大であるので、赤外光で脈波を検出す
るように設定して、脈波を検出する。
【０１１５】
　続くステップ５８０では、可視光で体動を検出するように設定して、体動を検出する。
　ｂ）次に、前記ステップ５００の可視光の調整方法について、図１５のフローチャート
に基づいて説明する。
【０１１６】
　図１５のステップ６００で、可視光の光量を、所定の基準量アップするように調整する
。
　続くステップ６１０では、光量をアップした可視光を用いて、脈波を検出する。
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【０１１７】
　続くステップ６２０では、光量をアップした際のオフセット調整に用いられるオフセッ
ト制御値を確認する（取得する）。
　続くステップ６３０では、オフセット制御値がＤ／Ａ出力範囲より大か否かを判定する
。つまり、出力信号のＤ／Ａ入力された値に基づいてＤ／Ａフィードバックがかけられる
が（即ちオフセット制御値が出力されるが）、このオフセット制御値の出力が限界の時（
例えば１０bitであれば１０２４の時）には、オフセット（従って出力信号）がさちって
いると判定できるので、この判定にて、さちった状態を検出するものである。
【０１１８】
　ここでオフセット制御値がＤ／Ａ出力範囲以下であると判断されると、まだ光量をアッ
プする余地があるので、再度光量を基準量アップする。
　一方、ここでオフセット制御値がＤ／Ａ出力範囲より大であると判断されるとステップ
６４０に進む。つまり、オフセット制御値がＡ／Ｄ入力範囲を上回った場合には、光量が
多すぎるので、基準量だけ光量をダウンする。
【０１１９】
　続くステップ６５０では、上述した処理によって決定された光量を最適光量として設定
し、一旦本処理を終了する。
　これにより、脈波振幅を最大になるように光量を設定することができる。
【０１２０】
　本実施例では、可視光と赤外光の両脈波振幅の大小を比較する際に、両脈波振幅が最大
となる様に調節するので、（体動より検出しにくい）脈波の検出に最適な検出光を一層精
度良く設定できるという利点がある。
【０１２１】
　尚、光量の制御の際には、例えば光量の制御量に応じて、後述する様に、オフセット制
御値の調整幅を変更する様に制御してよい。これにより、オフセットの追従速度が増加す
るという利点がある。
【実施例５】
【０１２２】
　次に、実施例５について説明するが、前記実施例１と同じ内容の説明は省略する。
　本実施例の生体状態検出装置は、体動が発生した場合には、出力信号が大きく変動する
ので、検出光の光量を調節して、感度及びオフセットを調整するものである。
【０１２３】
  ａ）まず、本実施例の原理について説明する。
　図１６（ａ）に示す様に、体動の無い安静時には、（通常の安静時に適した感度調整さ
れた）出力信号はＡ／Ｄ入力範囲内であるので、この出力信号をマイクロコンピュータ１
５に取り込んで、脈波等の検出を行うことができる。
【０１２４】
　しかし、運動時などの様な体動がある場合には、図１６（ｂ）に示す様に、出力信号の
振幅が大きくなって、Ａ／Ｄ入力範囲を逸脱してしまう。従って、この出力信号から脈波
等を精度良く検出できない。
【０１２５】
　従って、その様な場合には、図１６（ｃ）に示す様に、再度、（通常の安静時の感度調
整でなく）体動に適した感度調整を行うことにより、出力信号をＡ／Ｄ入力範囲内に治め
ることができる。
【０１２６】
  ｂ）次に、本実施例の制御処理について説明する。
　図１７のフローチャートに示す様に、ステップ７００では、例えば赤色光により、体動
信号を検出する。
【０１２７】
　続くステップ７１０では、体動信号に基づいて、体動の有無を判定する。ここで肯定判
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断されるとステップステップ７２０に進み、一方否定判断されるとステップ７６０に進む
。
【０１２８】
　ステップ７２０では、体動があり、よって、前記図１６（ｃ）の様に出力信号が大きな
振幅で振動する可能性があるので、出力信号がＡ／Ｄ入力範囲を越えているか否かを判定
する。ここで肯定判断されるとステップ７３０に進み、一方否定判断されるとステップ７
５０に進む。
【０１２９】
　ステップ７５０では、体動に応じて規定された光量調整分のオフセット調整幅（図６参
照）であるαを０に設定し、ステップ７６０に進む。
　一方、ステップ７３０では、出力信号が前記図１６（ｃ）の様にＡ／Ｄ入力範囲を外れ
る様な大きな振幅となっているので、出力信号がＡ／Ｄ入力範囲内に入る様に、可視光の
光量を調節して、感度を調整する。
【０１３０】
　続くステップ７４０では、前記光量調整分のオフセット調整幅をαに設定する。このα
の値は、前記図６に示す様に、通常の脈波検出時のオフセット調整幅γよりも大きな光量
調節の際のオフセット調整幅である。
【０１３１】
　つまり、前記ステップ７３０では、感度を調整するために光量を調節したが、それによ
ってオフセットも大きく変化しているので、出力信号ができる限りＡ／Ｄ入力範囲となる
様に、オフセット調整幅αを設定する。尚、光量調節によるオフセット調整幅は、通常の
オフセット調整幅γの例えば２０倍である。
【０１３２】
　続くステップ７６０では、出力信号の前回値が、オフセット変動閾値範囲外か否かを判
定する。ここで肯定判断されるとステップ７７０に進み、一方否定判断されるとステップ
７７５に進む。
【０１３３】
　ステップ７７５では、オフセット調整幅γを０に設定して、ステップ７８０に進む。
　一方、ステップ７７０では、出力信号の前回値が、オフセット変動閾値範囲外であるの
で、通常のオフセット調整幅γを設定する。
【０１３４】
　続くステップ７８０では、前記調整幅の合計量（α＋γ）をオフセット調整幅としてオ
フセット制御値を求める。そして、このオフセット制御値を検出回路１１に出力して、出
力信号のオフセット調整を行う。
【０１３５】
　続くステップ７９０では、オフセット調整された後の出力信号を用いて脈波信号を検出
する。
　続くステップ７９５では、α、β、γを初期値の０に設定し、前記ステップ７００に戻
る。
【０１３６】
　本実施例では、体動に応じて光量を変化させて感度を調整する。また、光量変化に伴っ
てオフセットも大きく変化するので、光量の変化に対応してオフセット調整幅を変更する
ことにより、速やかにオフセット調整（オフセット追従）を行うことができる。
【実施例６】
【０１３７】
　次に、実施例６について説明するが、前記実施例５と同じ内容の説明は省略する。
  光量を変化させた場合には、出力信号のオフセットが大きく変動する。従って、その場
合は、例えば図１８に示す様に、出力信号は、Ｓ１、Ｓ２の様に変化する。そして、この
様な場合は、オフセット調整を行って、例えばＳ２の電圧レベルを上げてＳ３の信号に調
整する。
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【０１３８】
　しかし、オフセットの追従に時間がかかる場合には、光量調整発生からオフセット追従
終了（期間Ｋ）までは、脈波信号が得られないことになる。
　従って、本実施例では、Ｓ４に示す様に、Ｓ１の信号レベルが期間Ｋにわたり維持され
るように、光量調整開始時の出力信号とオフセット追従後の出力信号との間を直線補間し
ている。
【０１３９】
　これにより、期間Ｋにおいても、オフセットが大きく変化していないかのような脈波信
号に相当する信号が得られるので、脈拍数をＦＦＴなどの計算によって算出する場合に、
低周波成分の変動量が少なくなり、脈拍数検出が容易になるという利点がある。
【実施例７】
【０１４０】
　次に、実施例７について説明するが、前記実施例１と同じ内容の説明は省略する。
　図１９に示す様に、外乱光が入射した場合には、出力信号のオフセットが大きく変動す
るので、本実施例ではそれに対応したオフセット追従の処理を行う。
【０１４１】
　図２０に示す様に、外乱光が入射したか否かを判定する。つまり、外乱光が入射した場
合は、通常より極めて大きな光がＰＤ２１に入射するので、所定値以上の光が入射した場
合には、外乱光が入射したと判断することができる。
【０１４２】
　ここで肯定判断されるとステップ８１０に進み、一方否定判断されるとステップ８２０
に進む。
　ステップ８１０では、外乱光入射分に対応したオフセット調整幅βを設定する（図６参
照）。
【０１４３】
　続くステップ８２０では、出力信号の前回値が、オフセット変動閾値範囲外か否かを判
定する。ここで肯定判断されるとステップ８３０に進み、一方否定判断されるとステップ
８４０に進む。
【０１４４】
　ステップ８３０では、通常のオフセット調整幅γを設定する。
　続くステップ８４０では、前記設定値の合計量（β＋γ）をオフセット調整幅としてオ
フセット制御値を求め、このオフセット制御値を検出回路１１に出力して、出力信号のオ
フセット調整を行う。
【０１４５】
　続くステップ８５０では、オフセット調整された後の出力信号を用いて脈波信号を検出
する。
　この様に、本実施例では、外乱光が入射した場合には、そのオフセット調整を行うので
、精度良く脈波等の検出を行うことができる。また、オフセット調整の調整幅は外乱光に
応じて設定できるので、追従速度が速いという利点がある。
【実施例８】
【０１４６】
　次に、実施例８について説明するが、前記実施例１と同じ内容の説明は省略する。
　本実施例は、外乱光の入射及び体動があった場合の処理に関するものである。
　図２１に示す様に、ステップ９００では、外乱光が入射したか否かを判定する。ここで
肯定判断されるとステップ９１０に進み、一方否定判断されるとステップ９２０に進む。
【０１４７】
　ステップ９１０では、外乱光入射分に対応したオフセット調整幅βを設定する（図６参
照）。
　続くステップ９２０では、例えば赤色光により、体動信号を検出する。
【０１４８】



(16) JP 4760342 B2 2011.8.31

10

20

30

40

50

　続くステップ９３では、体動信号に基づいて、体動の有無を判定する。ここで肯定判断
されるとステップステップ９４０に進み、一方否定判断されるとステップ９７０に進む。
　ステップ９４０では、体動があるので、出力信号がＡ／Ｄ入力範囲を越えているか否か
を判定する。ここで肯定判断されるとステップ９５０に進み、一方否定判断されるとステ
ップ９７０に進む。
【０１４９】
　ステップ９５０では、出力信号がＡ／Ｄ入力範囲内に入る様に、可視光の光量を調節し
て、出力信号のゲインを調整する。
　続くステップ９６０では、光量調整分のオフセット調整幅をαに設定する（図６参照）
。　続くステップ９７０では、出力信号の前回値が、オフセット変動閾値範囲外か否かを
判定する。ここで肯定判断されるとステップ９８０に進み、一方否定判断されるとステッ
プ９９０に進む。
【０１５０】
　ステップ９８０では、出力信号の前回値が、オフセット変動閾値範囲外であるので、通
常のオフセット調整幅γを設定する。
　続くステップ９９０では、前記設定値の合計量（α＋β＋γ）をオフセット調整幅とし
てオフセット制御値を求め、このオフセット制御値を検出回路１１に出力して、出力信号
のオフセット調整を行う。
【０１５１】
　続くステップ１０００では、オフセット調整された後の出力信号を用いて脈波信号を検
出する。
　続くステップ１０１０では、α、β、γを初期値の０に設定し、前記ステップ９００に
戻る。
【０１５２】
　本実施例では、外乱光による光量の変化及び体動に応じて設定された光量の変化に対応
してオフセット調整幅を変更することにより、速やかにオフセット調整（オフセット追従
）を行うことができる。
【実施例９】
【０１５３】
　次に、実施例９について説明するが、前記実施例１と同じ内容の説明は省略する。
　本実施例は、何度もオフセット調整を行うものである。
　図２２に示す様に、ステップ１１００では、外乱光判定を行う。具体的には、図２１の
ステップ９００～９２０の処理を行う。
【０１５４】
　続くステップ１１１０では、体動判定を行う。具体的には、図２１のステップ９３０～
９６０の処理を行う。
　続くステップ１１２０では、出力信号の前回値が、オフセット変動閾値範囲外か否かを
判定する。ここで肯定判断されるとステップ１１３０に進み、一方否定判断されるとステ
ップ１１４０に進む。
【０１５５】
　ステップ１１３０では、上述の各実施例と同様に、前記設定値の合計量（α＋β＋γ）
をオフセット調整幅としてオフセット制御値を求め、このオフセット制御値を検出回路１
１に出力して、出力信号のオフセット調整を行う。
【０１５６】
　ステップ１１４０では、脈波信号を検出し、その後、前記ステップ１１２０に戻る。尚
、前記ステップ１１２０～１１４０が、オフセット追従のために繰り返されるルーチンで
ある。
【０１５７】
　一方、ステップ１１５０では、通常のオフセット調整幅γを設定する。
　続くステップ１１６０では、脈波信号を検出し、前記ステップ１１００に戻る。
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　本実施例では、オフセット追従の処理を繰り返すので、精度良くしかも速やかにオフセ
ットの追従が可能であるという利点がある。
【実施例１０】
【０１５８】
　次に、実施例１０について説明するが、前記実施例１と同じ内容の説明は省略する。
　本実施例は、本来のサンプリング周期（例えば５０msec）よりも短い周期（例えば１０
msec）でサンプリングを行ってオフセット調整を行うものである。
【０１５９】
　図２３に示す様に、ステップ１２００では、外乱光判定を行う。
　続くステップ１２１０では、体動判定を行う。
　続くステップ１２２０では、出力信号の前回値が、オフセット変動閾値範囲外か否かを
判定する。ここで肯定判断されるとステップ１２３０に進み、一方否定判断されるとステ
ップ１２４０に進む。
【０１６０】
　ステップ１２３０では、通常のオフセット調整幅γを設定する。
　続くステップ１２４０では、上述の各実施例と同様に、前記設定値の合計量（α＋β＋
γ）をオフセット調整幅としてオフセット制御値を求め、このオフセット制御値を検出回
路１１に出力して、出力信号のオフセット調整を行う。
【０１６１】
　ステップ１２５０では、脈波信号を検出する。
　続くステップ１２６０では、本来のサンプリング周期か否かを判定する。ここで肯定判
断されるとステップ１２７０に進み、一方否定判断されるとステップ１２８０に進む。
【０１６２】
　ステップ１２７０では、本来のサンプリング周期であるので、検出した信号を、脈波信
号、体動信号として保存する。
　続くステップ１２８０では、α、β、γを初期値の０に設定し、前記ステップ１２００
に戻る。
【０１６３】
　本実施例では、短い周期でオフセット調整を行うので、速やかにオフセット調整を終了
することができるという利点がある。また、脈波信号や体動信号として記憶するデータは
、長い周期のサンプリングデータであるので、メモリを節約できるという利点がある。
【実施例１１】
【０１６４】
　次に、実施例１１について説明するが、前記実施例１と同様な内容の説明は省略する。
　本実施例では、可視光のみの照射と、赤外光のみの照射と、可視光及び赤外光の同時照
射とを、それぞれ異なるタイミングで実施し、各反射光によって得られる出力信号に基づ
いて、脈波の検出に用いる検出光を決定する。以下具体的に説明する。
【０１６５】
　可視光のみを照射した場合の反射光の出力信号、赤外光のみを照射した場合の反射光の
出力信号、可視光及び赤外光を同時照射した場合の出力信号を、それぞれＦＦＴ処理した
結果を、図２４に例示する。
【０１６６】
　この図２４から明らかな様に、体動がある場合には、その体動の状態を示す周波数成分
のパワーのピークは、可視光のみの照射の解析結果、赤外光のみの照射の解析結果、可視
光及び赤外光の同時照射の解析結果がそれぞれ異なるので、例えば体動成分／脈拍成分の
パワーの比をとった場合も、それぞれ異なっている。
【０１６７】
　従って、可視光及び赤外光の同時照射の場合の比を基準として、可視光のみの場合の比
や赤外光のみの場合の比を比較することにより、可視光及び赤外光のどちらを体動及び脈
波のどちらの検出に用いるかを決定することができる。
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【０１６８】
　例えば可視光のみの場合の比が可視光及び赤外光の同時照射の場合の比より大きい場合
には、体動成分が脈拍成分に比べて十分に大きいので、体動成分と脈拍成分の分離が容易
である。よって、その様な場合には、可視光を脈波検出用の検出光として採用することが
できる。これにより、精度良く検出光を決定することができる。
【０１６９】
　また、体動が無い場合でも可視光及び赤外光の同時照射の出力は利用できる。可視光の
みおよび赤外光のみの照射で脈波を検出した時に、いずれか一方のみでは脈波の振幅が不
十分の場合には、同時照射にすることで脈波の感度を向上させ、その結果を利用して脈波
を検出して脈拍数などを求めることも可能となる。
【０１７０】
　尚、本発明は前記実施例になんら限定されるものではなく、本発明を逸脱しない範囲に
おいて種々の態様で実施しうることはいうまでもない。
　例えば前記実施例５～１０の処理は、前記実施例１の検出光の決定の後に行われること
が望ましい。
【０１７１】
  また、光量を変えた場合に、オフセットの調整幅を変化させる手法は、脈波や体動の検
出の際に採用できるだけでなく、前記実施例１の検出光の決定に際にも適用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１７２】
【図１】皮膚の色によって出力信号が変動する状態を示す説明図である。
【図２】出力信号の意味する内容を示す説明図である。
【図３】皮膚の色とオフセットの関係を示す説明図である。
【図４】可視光を用いた場合の皮膚の色と脈拍振幅の関係を示す説明図である。
【図５】赤外光を用いた場合の皮膚の色と脈拍振幅の関係を示す説明図である。
【図６】オフセット制御値の調整幅を示す説明図である。
【図７】実施例１の生体情報検出装置の構成を示す説明図である。
【図８】検出回路等の構成を示す説明図である。
【図９】出力信号とオフセット制御値の関係を示す説明図である。
【図１０】実施例１のメインルーチンを示すフローチャートである。
【図１１】実施例１の検出光決定処理を示すフローチャートである。
【図１２】実施例２の検出光決定処理を示すフローチャートである。
【図１３】実施例３の検出光決定処理を示すフローチャートである。
【図１４】実施例４の検出光決定処理を示すフローチャートである。
【図１５】実施例４の脈波の振幅を最大にするための処理を示すフローチャートである。
【図１６】実施例５の体動があった場合の出力信号の変化を示すグラフである。
【図１７】実施例５のオフセット調整等の処理を示すフローチャートである。
【図１８】実施例６のオフセットの変化を直線補間する方法を示すフローチャートである
。
【図１９】実施例７の外乱があった場合の出力信号の変化を示すフローチャートである。
【図２０】実施例７のオフセット調整等の処理を示すフローチャートである。
【図２１】実施例８のオフセット調整等の処理を示すフローチャートである。
【図２２】実施例９のオフセット調整等の処理を示すフローチャートである。
【図２３】実施例１０のオフセット調整等の処理を示すフローチャートである。
【図２４】実施例１１のＦＦＴ処理後のデータを示す説明図である。
【符号の説明】
【０１７３】
　１…脈波検出装置
　３…データ処理装置
　５…脈波センサ
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　７…駆動回路
　１１…検出回路
　１３…Ａ／Ｄ変換器
　１５…マイクロコンピュータ
　１６…Ｄ／Ａ変換器
　１７…可視光ＬＥＤ
　１９…赤外光ＬＥＤ
　２１…フォトダイオード（ＰＤ）

【図１】 【図２】

【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】
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【図２３】



(24) JP 4760342 B2 2011.8.31

【図３】

【図４】
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